
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

 

所管課かい名 住宅政策課   

許 認 可 等 の 内 容 長期優良住宅の認定及び変更認定 

根拠法令等及び条項  
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条１項、第８条～第10

条 

行政庁 静岡市長 

法 

令 

の 

定 

め 

別紙１のとおり 

審 

査 

基 

準 

基 準 

（未設定の場合は

その理由） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項第１号か

ら第７号までに示す各基準は以下のとおりとする。 

１号 床下人通口のサイズについては原則として幅500ｍｍ高さ

300ｍｍ以上を標準とする。 

２号 (１)定める面積は、住宅専用面積とし、壁芯による面積とす

る。バルコニーの面積は含まない。 

   (２)階段部分の面積 

イ 階段部分の面積は、下階の蹴上から上階の蹴上までの

水平投影面積とする。壁のある部分は壁芯による面積。 

    ロ 階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空

間など居住スペースとして利用できる場合は、当該面積

を階段部分の面積から除くことができる。 

    ハ ホームエレベータは階段部分とみなし、着床階におい

ては面積に算入しない。 

３号 (１)静岡市告示第340号のとおり 

   (２)静岡市告示第340号第１項に定める市長が特に認める場

合とは、都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事

業の施行区域において、土地区画整理法第76条第１項の許

可による場合とする。 

(３)静岡市告示第340号第１項（１）に定める区域とは建物

No. 



 

自体が区域内に入る場合であり、敷地が区域内である場合

は含まない。 

４号 静岡市告示第168号のとおり 

５号から７号 

   (１)維持保全の期間が30年以上 

   (２)資金計画が適切なものであること。資金計画が１年当た

り10万円未満の場合は、維持保全の計画を確実に実行でき

るものであること。 

設 定 年 月 日 平成21年６月４日設定（令和５年３月 日最終設定） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 

（未設定の場合は

その理由） 

新規認定：総日数７日（休日は含まない） 

変更認定：総日数６日（休日は含まない） 

ただし、申請日の午後４時までに申請した場合に限る。 

 

 

設 定 年 月 日 平成21年６月４日設定（令和５年３月 日最終設定） 

 



別紙１ 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 

（認定基準等） 

第六条 所管行政庁は、前条第一項から第七項までの規定による認定の申請があった場合

において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次

に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 

一 当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。 

二 当該申請に係る住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。 

三 当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び

向上に配慮されたものであること。 

四 当該申請に係る住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの

であること。 

五 前条第一項、第二項又は第五項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等

計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用する

ために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。 

ハ 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものである

こと。 

六 前条第三項又は第四項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあ

っては、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を三十年以上にわたり良好な状

態で使用するため適切なものであること。 

ロ 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。 

七 前条第六項又は第七項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅維持保全計画に

あっては、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 当該認定後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用

するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

ロ 当該認定後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。 

ハ 資金計画が当該住宅の維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。 

八 その他基本方針のうち第四条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであ

ること。 

２～８ （略） 

 

（認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更） 



第八条 第六条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画又

は長期優良住宅維持保全計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなけ

ればならない。 

２ 前三条の規定は、前項の認定について準用する。 

 

（譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申

請等） 

第九条 第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた一戸

建て住宅等分譲事業者は、同項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。）を受けた長

期優良住宅建築等計画（変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良

住宅建築等計画」という。）に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該

認定長期優良住宅建築等計画に第五条第八項第四号イ及びロに規定する事項その他国土

交通省令で定める事項を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところ

により、速やかに、前条第一項の変更の認定を申請しなければならない。 

２ 前項の規定による前条第一項の変更の認定の申請があった場合における同条第二項

において準用する第六条第一項の規定の適用については、同項第五号中「前条第一項、

第二項又は第五項の規定による」とあるのは、「第九条第一項の規定による第八条第

一項の変更の」とする。 

３ 第五条第四項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた区分所

有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅

の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第五条第八項第

四号イ及びロに規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該管理者

等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第一項の変更の

認定を申請しなければならない。 

４ 前項の規定による前条第一項の変更の認定の申請があった場合における同条第二項

において準用する第六条第一項の規定の適用については、同項第五号中「前条第一項、

第二項又は第五項の規定による」とあるのは、「第九条第三項の規定による第八条第

一項の変更の」とする。 

 

（地位の承継） 

第十条 次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受けて、第六条第一項の認定（第五条第五

項又は第七項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第八条第一項の変更の認定

（前条第一項の規定による第八条第一項の変更の認定を含む。）を含む。）を受けた者

が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。 

一 当該認定を受けた者の一般承継人 



二 当該認定を受けた者から、次に掲げる住宅の所有権その他当該住宅の建築及び維持

保全に必要な権原を取得した者 

イ 認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた

住宅（当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された第五条第八項第四号イ（第八

条第二項において準用する場合を含む。）に規定する建築後の住宅の維持保全の期

間が経過したものを除く。） 

ロ 第六条第一項の認定（第八条第一項の変更の認定を含む。）を受けた長期優良住

宅維持保全計画（変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住

宅維持保全計画」という。）に基づき維持保全が行われ、又は行われた住宅（当該

認定長期優良住宅維持保全計画に記載された第五条第八項第六号イ（第八条第二項

において準用する場合を含む。）に規定する当該認定後の住宅の維持保全の期間が

経過したものを除く。） 

 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 

 

（長期使用構造等とするための措置） 

第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第四項第

一号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じ

た腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第三項第一号及び第二号に掲げ

る住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交

通大臣が定めるものが講じられていることとする。 

２ 法第二条第四項第一号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準

は、同条第三項第一号に掲げる住宅の部分（以下「構造躯体」という。）の地震によ

る損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられて

いることとする。 

３ 法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の

機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に

対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置とし

て国土交通大臣が定めるものとする。 

４ 法第二条第四項第三号の国土交通省令で定める措置は、同条第三項第三号に掲げる

住宅の設備について、同項第一号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又

は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措

置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。 

５ 法第二条第四項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

 



一 住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受け

る高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者

が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が

定めるものが講じられていること。 

二 外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの

使用の合理化を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられて

いること。 

 

（規模の基準） 

第四条 法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。ただし、住戸の少なくとも一の階

の床面積（階段部分の面積を除く。）が四十平方メートルであるものとする。 

一 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次

号において同じ。） 床面積の合計が七十五平方メートル（地域の実情を勘案して所

管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、そ

の面積） 

二 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。） 一戸

の床面積の合計（共用部分の床面積を除く。）が四十平方メートル（地域の実情を勘

案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合に

は、その面積） 

 

（維持保全の方法の基準） 

第五条 法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二

条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところに

より点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。 
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静岡市告示第340号 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第６条第１項第３号に

規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたも

のであることの基準を次のように定める。 

平成21年６月４日 

 

静岡市長  小 嶋 善 吉 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項第３号に規定する良好な景観

の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

の基準 

次に掲げるいずれかに該当する場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条

第１項第３号に掲げる基準に該当しないものとする。ただし、市長が特に認める場合にあ

っては、この限りでない。 

（１）長期優良住宅建築等計画に係る住宅が次に掲げる区域内に建築されるものであるこ

と。ただし、当該住宅が、都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

に係るものにあっては、この限りでない。 

ア 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第４項に規定する促進区域 

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域 

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の施行区域 

エ 都市計画法第４条第８項に規定する市街地開発事業等予定区域 

（２）都市計画法第４条第９項に規定する地区計画等の区域のうち、次に掲げる計画が定

められている区域内に建築される住宅（届出の対象となるものに限る。）にあっては、

当該計画に定められた建築物に関する事項（建築物の敷地、構造、建築設備、用途又

は形態意匠の制限に関するもの（静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成20年静岡市条例第71号）で定めたものを除く。）に限る。）に適合しな

いものであること。 

ア 都市計画法第12条の５第２項第３号に規定する地区整備計画 

イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）

第32条第２項第２号に規定する特定建築物地区整備計画 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）第



31条第２項第４号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画 

エ 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）第９条第２項第２号

に規定する沿道地区整備計画 

オ 集落地域整備法（昭和62年法律第63号）第５条第３項に規定する集落地区整備計

画 

（３）景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項に規定する景観計画の区域内に建築

される住宅にあっては、当該景観計画に定められた建築物に関する事項（建築物の敷

地、構造、建築設備、用途又は形態意匠の制限に関するもの（当該住宅の建築が景観

法第17条第１項に規定する特定届出対象行為に該当する場合にあっては、形態意匠の

制限に関するものを除く。）に限る。）に適合しないものであること。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



 

静岡市告示第168号 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第６条第１項第４号に規定する自然災

害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を次のように定める。 

令和５年３月30日 

静岡市長  田 辺 信 宏   

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項第４号に規定する自然災害による被害の発

生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準 

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に係る認定対象の建築物が次に掲げる区域内

である場合は、法第６条第１項第４号に掲げる基準に該当しないものとする。 

 （１）地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域 

 （２）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項に規定す

る急傾斜地崩壊危険区域（同法第２条第３項に規定する急傾斜地崩壊防止工事（急傾斜地崩壊防止

工事の技術基準に基づく工事）が施行された区域で、安全と認められる敷地は除く。) 

 （３）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第９

条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


